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薬剤師のフォローアップ効果測定等に関する調査研究 

 

                      所 属  東京薬科大学薬学部 

                      研究代表者 益山 光一 
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A. 研究目的 

2019 年 12月に公布された薬機法等改正

法により、第二十五条の二（情報の提供及

び指導）に新たに、『2 薬剤師は、前項に

定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な

使用のため必要があると認める場合には、

患者の当該薬剤の使用の状況を継続的か

つ的確に把握するとともに、患者又は現に

その看護に当たつている者に対し、必要な

情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基

づく指導を行わなければならない。』旨が

追加され、薬剤師のフォローアップ業務の

実施義務が求められたところである。 

このフォローアップが必要なケースに

ついては、「薬剤師が調剤した薬剤の適正

な使用のため必要があると認める場合」で

あることが、個別患者や薬剤等の状況を勘

案し、各薬剤師の判断で実施の有無を判断

することとなる。 

このような個別の判断等に繋がる取組

みの参考となるよう、服薬期間中の継続的

なフォローアップの効果を把握するこれ

までの先行的なフォローアップの取組み

の実施事例について、公益社団法人日本薬

剤師会で 2020 年 7 月に発表した「薬剤使

用期間中の患者フォローアップの手引き

（第 1.0 版）」（以下、「手引き」という。）

におけるフォローアップの定義に当ては

まる事例について整理するとともに、手引

きをもとに薬局薬剤師がフォローアップ

業務を実施する際、患者本位の質の高いフ

ォローアップ業務が可能となるための、手

引きの更新に向けた具体事例の収集・掲載

方法の検討について実施しているところ

である。 

本分担研究では、個別事例の取組みのみ

ならず、フォローアップ業務の有用性の測

定等に関する調査研究の着手について検

討を行った。具体的には、「手引き」の「３．

薬剤使用期間中の患者フォローアップと

それを行う上での基本的考え方」に記載さ

れている「①個々の患者の特性、②罹患し

ている疾病の特性、③当該使用薬剤の特性」

を踏まえ、適切に患者フォローアップをで

きることに留意しつつ、本研究の実施期間

内で測定可能な項目等を考慮し、①小児に

関し、③相談の多い薬剤に焦点をあて、フ

ォローアップの効果測定の調査を実施す

ることとした。 

 

B. 研究方法 

 本調査研究の実施方法としては、調査項目

等の選定を本分担研究者で立案し、その実施

の可否について、本研究班の親委員会におい

て確認頂いた上で実施することとしている。 

１．文献調査  

小児用医薬品に関する相談対応等の出版

物等で調査した結果、点耳薬、点眼薬、坐薬、

研究要旨 

 本研究では、公益社団法人日本薬剤師会で 2020 年 7 月に発表した

「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き（第 1.0 版）」を踏

まえつつ、薬局薬剤師が実施するフォローアップ業務の効果の測定の

実施が可能な項目の検討を行うため、文献調査及びその調査方法につ

いて検討を行った。その結果、小児の坐薬を初めて使用する保護者を

対象とすることとし、その保護者へのアンケート手法及びアンケート

項目等について準備を実施した。 
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経口抗菌薬が使用時によく疑問や質問回答

を行うケースが多かった（別添１参照）。そ

の後、研究協力者の委員の先生方に実際に薬

局でよく交付される薬剤等の観点からアド

バイスをいただき、坐薬が最も処方頻度が高

く、また使用効果の確認が得やすいことから、

フォローアップ対象薬は小児を対象とした

解熱鎮痛坐薬（イブプロフェン、ジクロフェ

ナクナトリウム、アセトアミノフェン）、熱

性けいれん発作改善坐薬（ジアゼパム、フェ

ノバルビタール）とすることにした。（別添

２参照） 

 

２．アンケート調査の準備 

アンケートの調査対象としては、当初、患

者への指導を行った薬剤師に対して実施す

ることを立案していたが、研究班親委員会

（総括報告書別添１）の第 1 回研究班会議

（2020 年 12 月 17 日）でのご意見を踏まえ、

患者及びご家族からのアンケートも実施す

ることとした。 

 

（倫理面への配慮） 

 来年度、アンケート調査項目等が固まり次

第、本学の倫理審査委員会の審査を受ける予

定である。 

 

 

C. 研究結果 

アンケート調査について 

（１）アンケート調査方法 

服薬指導時に薬情と一緒にアンケート協

力依頼書を配布する。翌日または後日、薬剤

師がフォローアップの電話かその他の手段

にて行う。その後保護者がアンケートを入力

するという流れである。 

 

（２）アンケート回収方法 

当初、来局時にアンケート用紙を配布し、

後日記載したものを薬局に持って来ていた

だくか、郵送で送っていただく方法も検討し

たが、実際の実施と保護者への負担の回避や、

さらに、コロナ禍で極力接触を控えたいとい

う世相も鑑み、アンケート協力依頼書に QR

コードを印刷し、それを読み取ってアンケー

トサイトより入力してもらう方法とした。 

 

（３）アンケート内容 

第２回研究班会議（2021 年 3 月 3 日）に

アンケート案を示し、委員の先生方からご意

見をいただいた結果、坐薬の治療効果を問う

質問がないというご指摘から、薬の効果があ

ったかを問う質問を追加することとした。ま

た、「実際に坐薬を使用してみて、わからな

いことや不安に思うことがありましたか。」

の質問に対して、具体的に何がわからなかっ

たか、不安なことがあったかを把握した方が

よいのではとういうご意見や、実際に薬局で

服薬指導をしていて、母親から坐薬について

受ける質問で多いのは、使い方よりも、どの

タイミングでどう使ったらよいかがわから

ないという内容だとのご意見から、わからな

かったこと、不安なことがあった場合、内容

を自由に記載していただくことにした。 

問９「薬剤師から電話があることで、安心し

ましたか。」問１０「これからも不安な薬が

ある場合、薬局の薬剤師に薬について電話な

どで連絡してほしいですか。」については問

８「薬剤師から電話があることで、わからな

いことや不安が解消されましたか。」という

設問で不安の解消について確認できるので

不要ではないかとのご意見をいただいたの

で削除とした。 

また、アンケートの最後には、『お薬使用

後も薬剤師がフォローいたします。何かご不

明な点があれば気軽に薬剤師までご連絡を

ください』という一文と、アンケート協力依

頼書を配布した薬局の電話番号かＬＩＮＥ

の連絡先盛り込んではどうか、というご意見

があったが、アンケート用紙は薬局単位での

作成ではないため、今後作成するアンケート

協力依頼書に盛り込むか検討が必要である。 

アンケート案を以下のように変更した。 

 

アンケート案                                                          

問１ 薬局の薬剤師から薬についてかかっ

てきた電話等に関する調査にご協力いただ

けますか。 

１．調査に協力する  ２．調査に協力しな

い 

 

問２ 今回お薬をもらった薬局はいつも利

用している薬局ですか。 

１．今回初めて ２．よく利用している ３．

たまに利用している 
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問３ あなたが坐薬をお子さんに使用する

のは何回目ですか。 

１．初めて  ２．２回目以上 

 

問４ 実際に坐薬を使用してみて、うまく使

えましたか。 

１．うまく使えた  ２．うまく使えなかっ

た 

 

問５ 坐薬を使用後、薬の効果はありました

か。（熱がさがった又はけいれんが起こらな

かった） 

１．あった  ２．なかった 

 

問６ 実際に坐薬を使用してみて、わからな

いことや不安に思うことがありましたか。 

１.  あった  ２．なかった 

（１と回答された方のみ思いつく範囲でお

書きください。例）どのタイミングでどう使

うかわからなかった。うまく挿入できなかっ

た。等） 

 

 

 

ここからは、薬について薬局から受けた電話

等についてお尋ねします。 

問７ 薬剤師から電話があって、薬について

質問しましたか。 

１．した  ２．しなかった 

 

問８ 薬剤師から電話等があることは、薬に

ついて気軽に相談できる良い機会だと思い

ましたか。 

１．思う  ２．どちらでもない  ３．思

わない 

 

問９ 薬剤師から電話等があることで、わか

らないことや不安が解消されましたか。 

１. 解消された ２．どちらでもない 

３．解消されなかった  

 

問１０ 今後、薬についてわからないときは

薬剤師に聞こうと思いますか。 

１．聞きたい  ２．連絡があれば聞きたい  

３．聞きたくない 

 

問１１ （問１０で聞きたい又は連絡があれ

ば聞きたいと答えた方）薬剤師に質問したい

ときは何で質問できると便利だと思います

か。 

１．電話  ２．メール  ３．ＳＮＳ  

４．薬局に直接行って聞く 

 

問１２ あなたは坐薬を処方されたお子さ

んの何にあたりますか。 

１．母親  ２．父親  ３．祖父母  

 ４．その他 

 

問１３ 薬局の薬剤師への要望や薬局に期

待することなどお気づきになった点があり

ましたらご自由にお書きください。 

 

 

 

ご協力いただきありがとうございました。お

薬使用後も薬剤師がフォローいたします。何

かご不明な点があればお気軽に薬剤師まで

ご連絡ください。 

 

 

D.健康危機情報 

 総括研究年度終了報告書に記載。 

 

E. 研究発表 

 本年度の発表は実施していない。 

 
F.  知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

なし 

 

2. 実用新案登録 

なし 

 

3. その他 

なし 
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フォローアップ対象候補薬剤一覧                      別添１ 
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フォローアップ対象薬剤一覧                        別添２ 

 

 

 


